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1 は じ め に

平成13年 (2001年）⚖月25日，欧州評議会 (Council of Europe；CoE，CE）

議員会議 (Parliamentary Assembly Council of Europe；PACE）は，「欧州評

議会のオブザーバー国における死刑廃止 (Abolition of the death penalty in

Council of Europe Observer states）」を決議した1）。この決議において，同議

員会議は，欧州評議会のオブザーバー国である日本とアメリカに対して，遅滞

なく死刑執行の停止を実施し，死刑廃止に必要な段階的措置を採ること等を求

1) Resolution 1253 (2001). 邦訳が，年報・死刑廃止編集委員会編『世界のなかの日
本の死刑――年報・死刑廃止2002』(インパクト出版会，2002）47頁以下にある。
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めるとともに (同決議 8），平成15年 (2003年）⚑月⚑日までに同議員会議の

要求の実現において著しい進歩が見られなかった場合，欧州評議会のオブザー

バー資格の維持について，同議員会議が異議を唱えることを決定すべきである

とした (同決議 10）。

欧州評議会は，人権，民主主義，法の支配の価値に基礎を置く平和なヨー

ロッパの先駆者となるべく1949年にフランスのストラスブールに設立され，以

後，人権，民主主義，法の支配の分野で国際社会の基準策定を主導してき

た2）。47の構成国のほか，アメリカ等のオブザーバー国があり，日本も1996年

にオブザーバー国として資格を認められている3）。

欧州評議会は，ヨーロッパにおける死刑廃止の先駆的役割を担ってきた。欧

州評議会の全構成国が参加する人権及び基本的自由の保護のための会議 (The

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms）

(人権に関するヨーロッパ会議 European Convention on Human Rights）は

1983年に第⚖議定書 (Protocol No. 6)4）を採択し，平時における死刑の廃止を

規定した5）。同会議は，2002年には，第13議定書 (Protocol No. 13)6）を採択し，

戦時等も含めたあらゆる場面での死刑の廃止を規定した7）。欧州評議会の構成

国では，1997年以降，死刑が執行されていない。

一方，日本は，死刑を法律上規定し，言渡し，執行している死刑存置国であ

る。死刑制度に対しては，ヨーロッパを中心に厳しい目が存置国に注がれ，外

交上，様々なアプローチがなされている。日本政府は死刑について外交の現場

でどのような態度で臨んでいるのであろうか。外務省に対する情報公開請求に

2) http://www.coe.int/en/web/about-us/founding-fathers (2017年⚘月31日閲覧).
3) http: //www. coe. int/en/web/about-us/our-member-states (2017年⚘月31日閲
覧).
4) To the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms concerning the Abolition of the Death Penalty.
5) Protocol No. 13, ARTICLE 1. See ARTICLE 2.
6) To the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms concerning the abolition of the death penalty in all circumstances.
7) Protocol No. 13, ARTICLE 1.
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よって入手した8）「欧州評議会のオブザーバー国における死刑廃止」決議を巡

る文書を読み解くことで，世界の中で日本の死刑制度を取り巻く状況を理解す

る一助とするとともに，日本の死刑制度をどのように世界に説明していくべき

かを考察することとしたい。

以下では，欧州評議会議員会議が「欧州評議会のオブザーバー国における死

刑廃止」決議に至る日本政府とのやり取りから，同決議後の日本政府の対応に

ついてまでを紹介し，その問題点を指摘するとともに，改善策を提案すること

としたい。

2 EU からのデマルシュ

「欧州評議会のオブザーバー国における死刑廃止」決議の⚑年⚔か月あまり

前の平成12年 (2000年）⚒月16日，クムリン在東京スウェーデン大使，ディル

クス在東京ベルギー大使及びユールヨーゲンセン欧州委員会代表部大使が外務

省の高須国際社会協力部長を来訪し，日本が死刑を廃止又は執行の停止 (モラ

トリアム）を行うようヨーロッパ側として初めて要請を行うデマルシュ (外交

上の申入れ）を行った。この段階では，欧州連合 (European Union；EU）の

執行機関である欧州委員会から申入れがなされている。電信案の協議先には，

法務省も含まれている。発言要旨の内容は以下の通りである (資料⚑）。

……

⚑．先方発言要旨

(⚑）本日は、訓令に基づきＥＵの総意としてグループを代表して、日本の死刑制

度の廃止、それが難しい場合には、少なくとも執行に猶予 (モラトリアム）を置く

ことを日本政府に対して要請したい。ＥＵは、国連等の多国間の場だけでなく、二

国間関係においても、死刑制度廃止のための働きかけを行うことを決定した。日本

に対する要請は今回が初めてである。

8) 筆者が行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づき平成25年 (2013年）
に開示請求を行って開示決定又は部分開示決定を受けたものである。行政文書管理
ファイル簿記載の文書であって，行政文書ファイル名は「死刑 (平成13年⚓月～平
成15年10月）」，作成時期は2001年 (平成13年）⚓月⚖日とされている。
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(⚒）死刑廃止は人間の尊厳を高め、人権の伸張に寄与する。

(⚓）民主的社会において、国民世論は大切であるが、我々の経験に鑑みると、世

論の反対が死刑廃止を決めた国の他に、世論の多数が死刑制度廃止を反対している

が政府は廃止という立場をとった国もある。また、日本国民は世論における死刑廃

止への動きに関する情報を十分得ていないのではないか。十分な情報が提供されれ

ば、世論も変化するのではないか。

(⚔）本問題はセンシティブかつ複雑な問題であるが、死刑制度は原始的

(primitive）な制度と考える。死刑制度を維持することは日本のような民主化が進

んでいる現状から乖離しているのではないか。日本は多くの分野において、ＥＵと

共通の考え方及び価値観を持っているのであるから、本問題についても、共通の考

え方を持ってもらいたい。

⚒．当方発言要旨

(⚑）本問題を考えるには、様々な要素を考慮に入れる必要がある。まず、第一は

国民感情であり、我が国においては、国民世論の多数が、極めて悪質な犯罪につい

ては、死刑もやむを得ないと考えている。例えば、1999年に行われた総理府による

世論調査によれば、約80パーセントが場合によっては死刑もやむを得ないと回答し

ている。廃止すべしとの意見は⚙パーセント未満であった。第二は犯罪情勢であり、

これは非常に残念なことであるが、凶悪な犯罪は未だに後を絶たない状況である。

これに関連して、死刑制度が犯罪の予防効果となるかどうかについて議論されるこ

とがあるが、科学的な研究による結果は確立されておらず両論ある。死刑廃止をし

た国の中でも、また復活している例もみられる。第三は刑事政策の在り方である。

基本的に、死刑の存否は、国家として国の歴史、社会事情等を踏まえて、刑事政策

の見地から日本として何が最も適当かという論点から考えるべき問題であり、死刑

制度を維持する立場に変更はない。

他方、我が国の死刑制度については、法制度上、死刑の適用がある犯罪は最も重

大な犯罪に限定されている。

(⚒）先ほどの世論調査を少し紹介すると、場合によっては死刑もやむを得ないと

回答した人は、その理由として、凶悪な犯罪は命をもって償うべきだということを

挙げており、これは、我が国の伝統的な考え方とも言える。その他には、被害者や

家族の気持ちがおさまらない等を挙げている。本問題については、各国において異

なる感情を持っていると思う。
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(⚓）我が国においては、本問題に取り組んでいる超党派の議員やＮＧＯもいるが、

率直に言うと、本問題について国民的議論が活発になされている状況にない。……

ヨーロッパ側は，日本が死刑制度を廃止するか，少なくとも死刑執行を猶予

することを外交上の申入れとして初めて求めた。また，死刑の問題が人権問題

であるとして，世論の反対が死刑廃止の理由となりえないことを主張している。

さらに，死刑制度について十分な情報が国民に提供されていないのではないか

との疑念が示されている。

これに対し，日本側は，国民感情・世論や犯罪情勢を理由に挙げ，政策問題

であることを示した。また，死刑に関する議論が活発でないとしている。

このように，死刑に対するヨーロッパ側と日本の議論は当初からかみ合って

いなかった。ヨーロッパ側は，死刑を人権問題ととらえ，多数決原理が及ばな

い，及んではならないものとして扱っている。一方，日本側は，死刑を政策問

題ととらえ，多数決原理に基づく政策決定をなしうるものとして扱っている。

すなわち，両者の拠って立つ基盤は自由主義と民主主義とで異なっている。こ

うした議論のすれ違いがこの後繰り返されることとなる。

また，日本側は死刑に関する議論が活発でないという事実を死刑制度に異論

がないことの証左として利用しようとしたのかもしれない。しかし，人権問題

としてとらえるヨーロッパ側には，本来，問題として認識されるはずであるに

もかかわらず議論すらなされていない状況は異常であり，情報公開が不十分で

あることがその理由であると考えられたことであろう。

逆に，日本国内で議論がなされていることは肯定的に受け止められる傾向に

ある。「欧州評議会のオブザーバー国における死刑廃止」決議後の平成14年

(2002年）11月18日，山口英
ひで

一
かず

ストラスブール総領事は，欧州評議会議員会議

のハレール事務局長，レイヨン議長官房長，コワン法務人権委員会書記長及び

トービヨン経済開発委員会書記長らと懇談しているが，この中では，日本国内

で死刑廃止に関する書籍が刊行される等，議論がなされていることに対して欧

州評議会側から肯定的な評価がなされている。この文書は，同年11月19日に外

― 5 ― ( 945 )

日本の死刑執行停止を求める欧州評議会2001年決議について



務省本省に送信されている。その内容は以下の通りである (資料⚒）。

……

⚑．死刑廃止問題

(⚑）(本官より、「司法人権セミナー：死刑廃止 全記録」(「司法人権セミナー・

死刑廃止 全記録」刊行会編集、2002年10月刊 (当館注：本年⚕月東京で開かれた

CE 議員会議・死刑廃止推進議連共催による死刑廃止に関するセミナーの会議録））

及び亀井静香衆議院議員 (死刑廃止推進議連会長）著による「死刑廃止論 (花伝社、

2002年⚗月刊）」を示しつつ、我が国においてもこれらの著作の刊行に見られるよ

うに死刑廃止推進議連を中心として死刑廃止問題に関する国民的関心を促す動きが

生まれている現状を紹介した。その上で、この問題は議論の緒についたところであ

り、欧州各国においてもそうであったように結論を得るまでには相当の時間を要す

るであろうことに理解を求めたところ、）

「ハ」事務局長：そのような著作が刊行されたことは重要な前進だ。結論を得るま

でに時間を要するのは当然のことであり、欧州においてもこの問題について長年の

議論を経たことは事実である。議論を継続することが重要で、貴国にもいましばら

くの時間的猶予を差し上げたい。

(また、本官より、「期限を付して、それまでに進歩がなければオブザーバー資格

を問題視する」といった圧力の加え方には強い反発を示す議員もいるのが実態であ

ると指摘したところ、）

「ハ」事務局長：確かにこうした方法を採ったことは間違いであったとする声もあ

る。このように大上段に構えてしまったがため、自分で自分の首を絞めるような結

果となり、自縄自縛となっている感は否めない。

(続いて本官より、この問題に対する日本政府・法務省の見解として、本年⚕月の

死刑廃止に関するセミナーにおいて横内正明法務副大臣 (当時）が「日本政府及び

法務省は国民意識を最大限配慮しなければならない立場にあり、現時点で死刑を廃

止するのは適当でないと考えている。しかし各国の場合にも死刑廃止は政府という

より国会議員が指導して実現してきたと思うし、この問題は政府というより国会に

おいて、国会議員が十分議論して方向を決めて行くべきだと政府としては考えてい

る。現時点で死刑制度がある以上はそれを適切に執行していくというのが我々の立

場である。」旨述べたことを紹介したところ、）

「ハ」事務局長：増税に賛成する人がいないのと同じで国民の多数がいまある死刑
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制度を廃止することを望むとは思われない。フランスでも死刑制度が廃止されたと

きは廃止反対派が多数だった。これは国民意識の問題ではないと考えている。また、

フランスの場合、制度廃止のイニシアティヴを取ったのは議会ではなく政府だった。

(これに対し、本官より、日本の場合には死刑廃止法案を政府が国会に提出すると

は考えられないと思う。しかし、国会が法を通過せしめれば、行政府がこれを執行

することはいうまでもないとコメントしおいた。）

……

ハレール事務局長の「そのような著作が刊行されたことは重要な前進だ」と

の発言からは，欧州評議会に対して，死刑廃止に関する日本国内の議論が十分

に伝わっていなかったことが窺われる。日本国内で死刑廃止に関する議論が平

成12年頃までになされていなかったわけではない。例えば，団藤重光『死刑廃

止論』の初版は平成⚓年 (1991年）に刊行され9），第⚖版は平成12年 (2000

年）に刊行されている10）。この他にも数多くの論稿が執筆され，市民団体の運

動が行なわれていた。しかし，EU や欧州評議会が肯定的に評価したであろう

状況は，日本側のおそらくは意図的な無視によって，適切に伝えられなかった。

このことは，その後に「欧州評議会のオブザーバー国における死刑廃止」がな

されたことからすると，大きな判断ミスであったと言ってよい。

本来行われるべき議論すら行われていないという日本側によって操作された

ヨーロッパ側の認識は，後述するように，欧州評議会法務人権委員長が訪日し

た際，居室の参観や死刑確定者との面会を求めること等につながっていく。

3 ヤンソン欧州評議会法務人権委員長訪日前の調整

平成12年 (2000年），グンナール =ヤンソン欧州評議会法務人権委員長がオ

ブザーバー国における死刑廃止に関する調査のために訪日する意向を示した。

遅くともこの段階から，日本の死刑制度に対するヨーロッパ側の窓口は欧州評

議会となった。同年12月⚕日，この調査への対応を調整するために外務省の西

9) 団藤重光『死刑廃止論』(有斐閣，1991）。
10) 団藤重光『死刑廃止論 第⚖版』(有斐閣，2000）。
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欧第一課長がストラスブール総領事の次席に宛てて作成した電信が残されてい

る。電信案の協議先には，法務省も含まれており，「了 コメントなし」との

手書きの記載が見受けられる。電信の内容は以下の通りである (資料⚓）。

……

⚑．基本的考え方

(⚑）欧州諸国は今日、死刑制度に対して極めて批判的な立場をとっていることか

ら、CE は、オブザーバー国である我が国及び米における死刑制度を問題視してき

ていることは貴館からの累次報告のとおりです。従って、本件調査の最終的な目的

は我が国の死刑制度の廃止を強く求めていくことにあるということは相当程度推量

され、この結果、欧州側による我が国への批判が一層高まるであろうと思われます。

(⚒）他方、死刑制度の存廃の問題は、基本的に各国において当該国の国民感情、

犯罪情勢、刑事政策の在り方を踏まえて慎重に検討されるべき問題であり、それぞ

れの国において独自に決定すべきものと考えられます。従って、CE 等で我が国の

死刑制度を批判する内容の何らかの決議等が採択されたことをもって、我が国の政

策が直ちに変更されることは想定できません。

(⚓）また、本件議員の訪問の経緯、趣旨を考えると、死刑廃止を訴えにくること

に終始する可能性が高く (アポイント希望先に死刑囚が含まれていることから意図

は極めて明白です）、「客観的な調査」や「対話」という次元からかけ離れた、いわ

ば「確信犯」的な調査であることは疑いないと思われます。よって調査の結論があ

る程度予測がつく以上本件についての協力は慎重に対応すべきと考えられます。

(⚔）従って、我が方としては本件訪日への協力につき基本的に極めて消極的であ

りますが、貴館からの意見具申にもあるように、受け入れ拒否という対応は先方の

感情的な反発を招く可能性があり、また我が国と CE との概ね友好的な関係を徒

に損なう恐れもあり得ることから、最低限の対応として、訪日を何らかの形でサ

ポートすること自体はやむを得ないのではないかとの結論に至っています。

(⚕）本件を政府として受け入れる以上は、政府関係者とのアポイントなど政府の

意見を説明できる人との会談をセットすることを中心に協力すべきと考えており、

政府から例えば死刑廃止論者にアプローチすることについては消極的に考えざるを

得ません。(但し、先方への説明にあたっては、前者の点を言うだけで、結果とし

て死刑廃止論者を含む非政府関係者との接触に協力しないことを意味しますので、
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後者の点には敢えて言及しないことが適当と考えます。）

⚒．今後の対応振り

(⚑）……CE 側は、我が国だけでなく、米国に対しても本件調査を行う意向です

が、本件に関し米国は我が国と同様に基本的には死刑制度存続につき方向性を等し

くしているものと考えられますところ、我が方としての対応振りを決定するにあ

たっては米国の対応振りを見る必要もあると考えられます。従って、我が方として

は CE 側が米国への調査受け入れ要請を行い、米国の対応振りがある程度明らか

になった段階で、改めて我が方の対応振りを検討したいと考えており、上記⚑．の

基本的な考え方は基底にありつつも、最終的な決定は当面は留保したいと考えてお

ります。

(⚒）従いまして先方より12月12日～20日ないし⚑月⚓日～20日の受け入れにつき

再度照会越した場合には、現下の内政状況や、来年⚑月より省庁再編が行われるこ

と等から受け入れが難しいと考えられるところ時期をずらすことはできないか先方

に打診願います。

……

この文書においては，「本件議員の訪問の経緯，趣旨を考えると，死刑廃止

を訴えにくることに終始する可能性が高く (アポイント希望先に死刑囚が含ま

れていることから意図は極めて明白です），『客観的な調査』や『対話』という

次元からかけ離れた，いわば『確信犯』的な調査であることは疑いないと思わ

れます」とされており，ヤンソン欧州評議会法務人権委員長に対して「確信

犯」という言葉まで使って，同委員長の訪日に対する警戒感と嫌悪感が顕わに

されている。また，同委員長と死刑廃止論者との接触を回避しようとしている。

さらに，アメリカの対応を参考にすることも示されている。

日本側は，「我が国の死刑制度を批判する内容の何らかの決議等が採択」さ

れる程度に留まると考えており，この時点では，欧州評議会におけるオブザー

バー資格の剥奪という厳しい措置が採られうることは想定していなかったこと

が読みとれる。

ヤンソン欧州評議会法務人権委員長の訪日に対する警戒感と嫌悪感は，同委
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員長の訪日時の対応に如実に現れることとなる。

4 ヤンソン欧州評議会法務・人権委員長の法務大臣表敬訪問

平成13年 (2001年），ヤンソン欧州評議会法務人権委員長は訪日し，同年⚒

月22日，死刑廃止を推進する議員連盟会長であった竹村泰子参議院議員のほか，

大島令子衆議院議員らとともに，高村正彦法務大臣を表敬訪問した。その際の

やり取りは以下の通りである (資料⚔）。

(委員長）

……欧州評議会の全加盟国が，既に，死刑を廃止または執行の停止を行っている

ところ，オブザーバー国である日本にも，死刑の廃止または死刑執行の停止を求め

たい。

(法務大臣）

日本では，一昨年⚙月，国民の⚘割が重大な犯罪については死刑の執行も止むを

得ないと考えているとの世論調査結果が出されており，また，執行のモラトリアム

についても，極めて慎重に限定的に適用されている死刑の状況から，世論に照らし

て難しい。

(委員長）

外国人の死刑囚等は,本国に送還するようにすべきではありませんか。

(法務大臣）

現在，外国人の死刑囚はいません。……

(委員長）

死刑囚の房の見学と死刑囚との面会を希望します。

(法務大臣）

少なくとも，現時点では困難ですが，国政調査権に基づく国会からの正式な要請

があれば，これを検討する余地があります，その後であれば，何らかの対応ができ

る可能性はあると思います。

(委員長）

この検討に対して感謝します。今回の訪問の結果を取りまとめて，来る⚖月会期

の際に，欧州評議会に報告する予定です。……
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ヤンソン欧州評議会法務人権委員長は，居室の参観や死刑確定者との面会を

求める一方，死刑執行を行なう刑場の参観は要求していない。その理由は定か

でないが，この時期までに死刑確定者の処遇に関する問題がヨーロッパでも紹

介されてきたのに対し，死刑執行方法に関する問題がヨーロッパはもちろん，

日本国内でもほとんど意識されていなかったためかもしれない。

5 ヤンソン欧州評議会法務人権委員長の
法務事務次官らとの意見交換

平成13年⚒月22日，ヤンソン欧州評議会法務人権委員長は法務大臣の表敬訪

問に引き続いて松尾邦弘法務事務次官，小畑輝海官房審議官 (矯正局担当）ら

と意見交換を行なった。その際のやり取りは以下の通りである (資料⚕）。

(ヤンソン） 欧州評議会は43メンバー国⚕オブザーバー国 (日，米を含む）から

成っていますが，事実調査の一環として，死刑存置国である貴国を訪問しました。

死刑は非人間的な刑罰ということで，メンバー国においては，1997年以来，一件も

執行されていません。オブザーバー諸国においても，生命権及び人権の尊重という

観点から，死刑廃止の可能性を探って戴きたい。

死刑廃止への反対世論は，欧州でも根強いものがありましたが，これを克服して

実現して来ました。法務大臣も言われたように，世界は一体化して，価値観の共有

も進んでいます。貴国における死刑廃止の可能性は如何なものか，また将来に向け

ての展望は如何なるものか，貴見をお伺いしたい，

また，詳しく拘置所の状況を説明して戴き，死刑囚の舎房を視察させて戴き，更

に死刑囚にも面会させて戴きたい，と考えています。

(次官） ……欧州評議会の諸活動には注目しており，深く敬意を表する次第です。

共通の見解を共有することは仰有るとおりですが，死刑について，日本政府として

は，それぞれの国の固有の事情によって決定されるべきものと考えています，死刑

制度は，凡そ刑罰の根幹に関わるものです。我が国では，先にオウム事件があり，

多数の人命が失われました。死刑についての関心が，この事件によって深まった，

と，私は個人的に思っています。死刑を存置すべきかどうか，この事件の影響で一

時的にポイントを高めているだけなのか，慎重に見極める必要があります。
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付け加えて，死刑を是認する10数年前の最高裁判決もあります。また,死刑廃止

に向けて，政府としては，国民をリードすべきでは？ という意見があることも承

知しています。世論の過半が反対でも，これを説得し，実現してきた，ということ

も承知しています。その上で，尚，慎重に考えざるを得ないのです。

我が国では，自由な報道，出版等を通じて，諸々の意見は，国民に対して十分に

伝えてある，と信じます。

日頃から皆様方の活動に対して敬意を払い，このような討論の機会を歓迎するこ

とは，冒頭，申し上げたとおりですが，個別の問題については，それぞれに回答の

用意があります。

(ヤンソン） その前に，世論というものは扱い難いところがあります。世論に耳

を立てることは大事なことですが，欧州の観点からすると，議会は人々の代表であ

ると共に，人の意思に影響を与える任務があります。日本の民主主義も同様で，世

論重視は当然のことですが，それだけに留まりません。

1994年，欧州における死刑廃止プロジェクトが開始されました。当初は死刑廃止

に対して，80％以上の反対があったのです。ロシア連邦のウクライナとラトヴィア

で死刑廃止を提唱したとき，人々は「政治的な自殺行為だ！」と主張しました。私

は「そうは思わない。」と応じたのですが，事実，反応は最小限であったのです。

松尾次官に質問したいのですが，人々の考え方について，もっと詳しく話して戴

けませんか？

(次官） 一昨年⚙月の世論調査の結果ですが，79.3％が存続を望み，廃止同調し

たのは8.8％に過ぎませんでした。欧州評議会の動きは，我々にとって示唆に富む

ものであり，また，70名以上の方が死刑廃止議員連盟に加わり活動されている等，

いろいろな方面で，いろいろな議論がなされることは，重要なことであり，また，

望ましいことでもあると考えています。

(ヤンソン） デ・ファクト・モラトリアム (事実上の死刑執行の停止）について

もご検討願いたいのですが……。

(次官） 死刑囚に，彼らに期待感を抱かせてしまうということで，法務大臣単独

の判断で法務省としての死刑執行停止は困難である，と思います。

(ヤンソン） 欧州では違ったシステムを採っています。共和国では，トルコの例

等がありますが，議会の決定を大統領が恩赦によって覆すことが出来るのです。

ここでは両方のシステムで，二つのステップを執ることを提唱します。第一のス
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テップとして，刑の執行停止があります。第二に，法の修正で，先ず国内法的に死

刑判決を取り除くこと，次いで国際条約に加入することです。

(次官) 議論は結構なことと考えます。

(小畑審議官) 大臣室での二つの質問に回答します。

一つは，死刑確定者の舎房見学の件ですが，死刑囚の心情安定のため，応じ兼ね

ます。空いている舎房については可能です。……

(ヤンソン) 死刑囚の心の平安？ 自分は欧州で定期的に刑務所訪問をしていると

ころ，それを乱すということが理解出来ません。

(小畑審議官) 死刑確定者は，自分の死を待っている，という状況にあります。懲

役受刑者には刑務作業がありますが，死刑確定者には何もありません。そこで,短

歌・俳句等，趣味的な活動その他に没頭したり，教誨師に会ったりとか……。

(ヤンソン) 自分の経験上，欧州においては，受刑者の精神的な平穏を決して乱し

たことはありません。

(次官) 心情を乱すことはない，というようなことは，実際に会って判断出来るこ

とです。しかし，一般的にそういう制度は採り難いものです。また，日本人の感覚

は，欧州の人々とのそれとは違う，と思います。

問題提起としては，これを受け止めておきたい，と考えます。

……

(大島議員) 死刑確定者の心情の安定というが，その判断基準は何ですか？ 個別

的に判断すべきでは？

本日，高村大臣の前向き発言もあったところ，国会議員も同伴するのだから，死

刑確定者との面談について，許容されては如何ですか？

(次官) 議員の国政調査権については，法務省としても最大限に尊重します。しか

し，だからと言って，本日，今直ぐ，という訳には行きません。要検討ということ

で，お願いします。……

ヤンソン欧州評議会法務人権委員長は，第一のステップとして死刑の執行停

止を求め，第二のステップとして立法によって死刑を廃止し11），死刑廃止条約

の批准を行なうことを求めている。日本側は，死刑確定者の居室の参観と死刑

11) 既に言渡され，確定した死刑判決については恩赦により減刑する等の趣旨が含ま
れていると思われる。

― 13 ― ( 953 )

日本の死刑執行停止を求める欧州評議会2001年決議について



確定者との面会の要望に対して，死刑確定者の心情安定を理由に拒否している。

同委員長は，その後，東京拘置所を訪問したが，死刑確定者の居室の参観や死

刑確定者との面会はできなかった。

このような日本側の対応は，「秘密主義」と批判されてきた死刑の密行性を

まざまざと見せ付けるものであって，ヤンソン委員長や欧州評議会の心証を決

定的に悪化させた可能性がある。かかる対応は，日本側が死刑確定者の処遇に

問題があることを認識しているために死刑確定者の居室の参観や死刑確定者と

の面会を認めることができないと評価されても仕方がないものであった。死刑

確定者の処遇が日本側にとって「臭いもの」であり，「蓋をする」ほかないも

のであれば，なおさら人権上の問題が大きいこととなってしまう。欧州評議会

のオブザーバー資格の剥奪の示唆という厳しい措置は，日本側の対応のまずさ

が招き入れてしまったところが多分にあるように思われる。

6 日本のポジション・ペーパー

平成13年⚖月の欧州評議会議員会議では，欧州評議会のオブザーバー国であ

る日本とアメリカに対して，遅滞なく死刑執行の停止を実施し，死刑廃止に必

要な段階的措置を採ること等を求めるとともに，平成15年⚑月⚑日までに同議

員会議の要求の実現において著しい進歩が見られなかった場合，欧州評議会の

オブザーバー資格の維持について，同議員会議が異議を唱えることを決定すべ

きであるとする「欧州評議会オブザーバー国における死刑廃止」の決議案が審

議された。審議の最終盤である同年⚖月25日になって，日本は，欧州評議会議

員会議に対し，死刑制度に関するポジション・ペーパーを提出した。その内容

は以下の通りである (資料⚖）。

死刑制度に関する我が国の立場

(仮訳)

日本国政府は、欧州評議会が取り組む様々な活動の重要性を十分認識し、欧州評議

会が擁護する人権に関する普遍的価値観を共有する。
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しかしながら、日本国政府は、死刑制度に関しては様々な考え方が存在すると認識

している。

日本は死刑制度を維持しているが、日本国政府は、死刑制度の存廃の問題は、各国

ごとにその国民の意見及び多数の者に対する殺人の存在等の国内の犯罪情勢を考慮

して慎重に検討されるべきであると考える。

日本国政府は、人権の分野を含む欧州評議会の様々な活動に引き続き協力していき

たいと考えている。

平成13年年
（ママ）

⚖月25日

日本国政府

後述のように，このようなポジション・ペーパーが配布されたことは，配布

すらしなかったアメリカに比べて，肯定的に評価された模様である (資料13

⚒．参照）。しかし，その内容は，民主主義的な基盤を中心とする政策論から

の立論であり，人権問題だと考える欧州評議会議員会議の構成員には，説得力

が乏しかったものと思われる。

7 決議に対する対外応答要領

結局，平成13年⚖月25日に欧州評議会は，「欧州評議会オブザーバー国にお

ける死刑廃止」を決議した。これに対し，同年⚖月26日，欧州国際機関室が対

外応答要領 (欧国応答01第02号）を作成した。その内容は以下の通りである

(資料⚗）。

【対外応答要領】欧州評議会による日米の死刑制度廃止要求

問．今般欧州評議会議員会議が、日米両国に対し、死刑制度の廃止を要求し、

2003年⚑月⚑日までに重要な進展が見られない場合は、日米両国のオブザー

バー資格を問題とすることを決定した由であるが、事実関係及び日本政府の対

応如何。
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(答)

⚑．欧州評議会の今般の決定については承知しているが、死刑制度については、

種々の異なった考え方があり、その存廃については、それぞれの国がその国民感情

や犯罪情勢等を踏まえて慎重に検討し、独自に判断すべきものであると考えている。

⚒．いずれにせよ、我が国は、欧州評議会のオブザーバー国として、これまでも人

権分野を含め欧州評議会の各種活動に積極的に参加してきており、今後も引き続き

協力していきたいと考えている。

……

8 ストラスブール総領事の意見具申

「欧州評議会オブザーバー国における死刑廃止」が決議された直後の平成13

年⚖月28日，ストラスブールの山口英一総領事は，外務省本省に対して，秘か

つ至急で「欧州評議会 (オブザーバー国の死刑廃止：意見具申）」と題した電

報を送信した。この電報は長文であるため，⚒つの電報に分割して送信されて

いる。その内容は以下の通りである (資料⚘。引用部分は⚒つの電報を読みや

すさのためにつなげている)12）。

……25日、欧州評議会 (CE）議員会議において日米両国の死刑廃止を求める決議

が採択され、死刑を巡る状況改善に2003年⚑月までの期限を設けた上 CE オブ

ザーバーとしての資格を見直すとの形で、1998年以来の CE 議員会議における議

論が一応の結論を得た。

本件死刑廃止問題については、米国では死刑廃止を実施済みの州も存在し、更に

は欧州の声に呼応するかのように死刑廃止運動も展開されていることは御高承のと

おりである。翻って、我が国の現状を見ると、犯罪の凶悪化に伴って刑罰を強化す

る方向に動いており、今般当地で開催された死刑廃止世界会議のみならず、CE 議

員会議の審議するマスコミによる報道はほとんど無く、死刑廃止運動はごく少数派

に過ぎず、市民社会をも巻き込んだ議論もほとんど見られない状況にある。このま

12) この文書については，先行して，拙稿「死刑執行停止の検討を求めるストラス
ブール総領事の意見具申」年報・死刑廃止編集委員会編『年報・死刑廃止2016』
(インパクト出版会，2016）40頁以下において紹介した。
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ま推移すれば、我が国は米国のみならず、韓国、台湾その他のアジア諸国にも遅れ

を取り兼ねないと懸念される。

そこで、死刑問題が単に我が国の CE におけるオブザーバー・ステータスにリ

ンクされている欧州の一国際機関の問題ではなく、我が方外交全般に影響を及ぼす

要因となりうるとの観点から、欧州における死刑問題の取扱われ方、本件取り進め

振り等につき卑見を申し進めるところ、貴本省におかれては、右を踏まえよろしく

御検討頂くとともに、関係省庁に対しても今後の対処振りの参考に供されるよう特

段の御高配をお願いする。

(ポイント)

⚑．死刑廃止は政治的現実

死刑廃止は、欧州はもとより世界規模の政治的現実であって、死刑制度を維持し

ているとして批判されている国のうち、我が国及び米国以外は、民主国家とは言い

難い政治体制や宗教的背景を持つ諸国。

⚒．「世論の支持」の説得力

人権は世論に左右されないとし、政治的決断で死刑廃止を実現した欧州諸国に対

し、「世論の支持」「死刑の犯罪抑止効果」を理由に死刑維持を説明し、理解を求め

るのは困難。行政府のみで解決できない点は、理解を得やすい。

⚓．本問題の我が方外交への影響

日本の CE への貢献は高く評価されており、オブザーバー資格剥奪には本音

ベースでは消極的。他方、CE との関係悪化は、CE 以外でも、バイ、マルチの両

面で、我が方外交全般に悪影響。

⚔．当面の対処振り

当面、CE との対話の継続、死刑囚の処遇改善、更には死刑執行の停止を検討し、

最悪の事態を避けるべき。また、直近の死刑執行は、我が国が CE 議員会議に対

しチャレンジしたと受け止められかねず、悪影響が懸念される。

当館卑見 (本文）

⚑．死刑廃止は政治的現実

(⚑）「死刑は、正義ではない。」これは、単なるスローガンではなく、政治的現実

である。EU 15か国を始め、それらを含む CE 加盟43か国がこの原則を尊重し、平

時における死刑廃止を規定する「欧州人権条約第⚖議定書」に加入して、現実的政
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治選択により死刑を廃止してきた。ロシア、トルコ等死刑制度を維持するわずかの

国も、執行を停止し、死刑のない欧州が現実のものとなり、死刑制度は「生命に対

する権利」なる人権と合致しないという原則が確立されている。

(⚒）目を欧州外に転じても、国連加盟約180か国中死刑廃止又は執行停止を実現

した国は、109か国に上る。「死刑は、正義ではない。」これは、すでにグローバル

な政治的現実である。

(⚓）先般の第一回死刑廃止世界会議は、かかる状況の下、全世界での死刑廃止を

実現するための初めての国際会議として、CE、欧州議会、仏国民議会、ストラス

ブール市、バ・ラン県、アルザス地方圏さらには新聞・雑誌・テレビ等から広範な

支援を得て開催されたもので、右期間中、当地は、死刑廃止一色に塗りつぶされた

かの様相を呈した。そこで特に問題とされたのは、米国、中国、イラン、イラク、

サウディ・アラビア、日本等で、我が国及び米国を除けば、現在の日本とは全く異

なる民主的とは形容し難い政治体制や宗教的背景を持つ国ばかりである。これら諸

国と日本が、EU、CE 等の死刑廃止を現実のものとした国からは同類と受け止め

られている事実を直視し、対処振りを検討することが肝要と思料する。

⚒．「世論の支持」の説得力

(⚑）死刑制度を維持する理由として、正義の実現及び犯罪抑止の観点から凶悪犯

罪に対する死刑の適用を国民世論の多数が支持していることが挙げらていれ
（ママ）

る。

(⚒）しかし、死刑廃止国は、国家が人間の生命を奪うことは、たとえ凶悪事件の

犯人に対してでも、生命に対する権利 (lright to lifez）の侵害であるとしている。

従って、これら諸国にとっては「死刑は、正義ではない」ので、世論の支持があろ

うとも、死刑制度維持は正義実現手段とはならない。加害者の人権を侵害しても、

被害者の人権侵害を回復できるわけではなく、人権侵害の繰返しに過ぎないとも言

われる。

(⚓）また、死刑の持つ犯罪抑止効果についても、欧州諸国において、死刑廃止後

に犯罪率が顕著に上昇したという統計的事実はなく、かかる論拠を以て欧州諸国を

説得し得ないのも現実である。

(⚔）そもそも、欧州諸国は、世論の多数が死刑制度維持を支持している中、政治

的決断により死刑廃止に踏み切っている。これは、人権は世論に左右されるべきも

のではないとの、確固たる政治的意思によるものである。従って、仮に世論が反対

を主張しても、それを乗り越えて死刑廃止を実現した国に対しては、無意味な反論
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となる。

(⚕）それ故、死刑制度維持の説明にあたっては、より一層説得的な理由を提示す

る必要がある。他方、大多数の死刑廃止国が政治家を中心とする政治的決断によっ

て死刑廃止を実現してきたことから、法を執行する立場にある行政府のみでは解決

できない問題であることは、容易に理解を得られる点と思料する。……

⚓．本問題の我が方外交への影響

(⚑）CE と日本の関係

(イ）日本と CE の関係は、1974年以来の OECD 拡大討議への我が方国会代表団

の参加を端緒とし、1992年の当館開設以降は政府と閣僚委員会との常設的な協力関

係も構築された。1996年に日本が CE オブザーバーとなってからは、この協力関

係はより一層緊密かつ重要なものとなってきており、日本が欧州諸国から得ている

信頼の一助となっている。

(ロ）CE が活動の重点を置いている司法・人権を始め、教育、文化等広範な分野

での CE の活動に対し、日本からの協力の実績がある。これは、各種セミナーへ

の我が方専門家の参加による知的貢献及びセミナー開催に際しての財政貢献を内容

とし、CE 側からも高く評価されている点である。本官は、CE 加盟国常駐大使、

CE 幹部等と着任あいさつを兼ね多数会談し、我が国による最近の CE 協力リスト

を呈示しつつ、日・CE 間関係の重要性を指摘してきたが、先方からも常に日本の

貢献の重要性を理解し、感謝している旨の発言があった。CE 側としても、我が方

からの貢献は活動遂行に必須との由で、これまでに構築された協力関係に水を差す

こととなるオブザーバー資格剥奪には、本音ベースでは消極的である。他方で、議

員会議の決定には、閣僚委員会としても真摯に応える必要があり、2003年⚑月以降

かかる困難な状況が招来されることを最も憂慮している。

(⚒）CE との関係悪化の帰結

仮に、日本が CE オブザーバー資格を喪失するような事態に至った場合、日本

と一欧州国際機関たる CE との関係悪化のみではなく、日本外交全体の損失につ

ながりうる。

(イ）現在の CE の活動中特筆すべきは、最先端の問題を含む様々な分野におけ

る多数国間条約を作成するスタンダード・セッターとしての役割である。しかも、

CE をフォーラムとして作成された条約も、加盟対象となる国は CE 加盟国にとど

まらず、グローバル・スタンダードを形成する。先般局長級会合で承認されたサイ
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バー犯罪対策条約案はかかる多数国間条約の一例であり、右策定交渉への積極的関

与が可能となったのは、CE オブザーバー資格ゆえであって、そのような機会を失

うべきではない。

(ロ）また、死刑廃止問題は国際社会において人権を重視する傾向の強い欧州諸国

が最大の問題の一つととらえているもので、CE との関係悪化は、今後、バイやマ

ルチの外交の種々の場面で悪影響を及ぼしかねない。

バイの関係では、我が国から欧州諸国への犯罪人引渡要求に対し、死刑適用の可

能性を理由に引渡に応じないという事態が既に現出しており、今後特に司法協力分

野を中心にバイでの協力の拒否が拡大する可能性がある。また、レイモン・フォル

ニ仏国民議会議長のように｢死刑を維持する国は CE オブザーバーにしておく意味

がない｣と公言してはばからない政治指導者が現れる (ママ）至っては、バイの関

係への悪影響を憂慮せざるを得ない。

マルチでは、既に、EU、OSCE からも死刑廃止を要求する圧力が強まっている

のは、御高承のとおりである。安保理常任理事国の米国ですら、国連人権委員会選

挙で落選の憂き目にあっているところ、今後 CE 加盟43か国が我が国に対しても

同様の態度をとり、経済援助を絡めた欧州の説得で死刑を廃止している多数のアフ

リカ諸国も一致して行動する事態も予想され、人権委員会、安保理選挙はもとより、

我が方の安保理常任理事国入りにも支障となること無きにしもあらずと思料する。

⚔．当面の対処振り

(⚑）CE 側の要求

CE 議員会議が採択した決議等により我が方の対応が求められているのは、(イ）

遅滞なき死刑執行停止の実現と死刑廃止に必要な措置、(ロ）死刑囚の処遇の即時

改善、(ハ）CE と我が方との対話である。これらの点につき、2003年⚑月までに

進展が見られない場合には、我が国が CE オブザーバー資格を失うことになる可

能性も排除されない。もとより、既に死刑制度を廃止した国にあっても、右実現ま

でには数年を要したケースもある訳で、本官として我が国の死刑制度廃止が一朝一

夕に実現できるような容易な問題であるとは考えておらず、また、タイムリミット

を付したやり方が適当かどうかについては疑念を抱くものではあるが、上記⚓．

(⚒）に述べた最悪の事態を回避するには、次のような対処振りがあるのではない

かと思料する。

(⚒）対話の継続の重要性
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本件につき対処するに当たって、我が国として最低限必要なことは、CE と我が

方との死刑問題に対する対話を継続することである。グンナール・ヤンソン CE

議員会議法務人権委員長が本年⚒月に訪日し、法務大臣、法務事務次官等と意見交

換したのも対話の一環と見なされるものであり、今般の議員会議においても死刑廃

止議連からの参加とはいえ、我が方国会議員が CE の本件議論に参加し、他方、

政府からはポジション・ペーパーを議場に配付したことによって、我が国の政府及

び国会議員の双方が CE と対話する意思を有していることが明確となり、CE 側か

ら概ね好意的な反応を得る結果となっている。「死刑廃止問題は基本的価値観の相

違であり、そもそも各国の国内問題である｣として、対話すら拒否するとの立場を

とることは、我が国に有利な結果を招来する所以ではなく、我が国の特異性を殊更

際立たせることとなり、オブザーバー資格剥奪論に拍車をかけることとなりかねな

い。このことは、今次議員会議に議員も参加せず、政府からの書簡も参加者に配付

されなかった米国に対して、多数の非難の声が上がったことからも、明白と言わざ

るを得ない。この点につき、貴本省の御配慮に感謝申し上げる次第である。

CE 議員会議⚙月会期の OECD 活動拡大討議の際には、我が方国会議員団の参

加が通例となっており、CE 側としては議員レベルでの本件対話の機会としたい意

向である。我が方としてもこれを貴重な対話の機会として有効に活用すべきであり、

参加を予定する国会議員に対しては、予め本件に関しても十分なブリーフィングを

行うとともに、CE との対話の重要性を認識していただくことが肝要と思料する。

なお、対話の枠組みは今後 CE 議員会議側と調整を要するが、CE 側は法務人権委

員会及び政務委員会に我が方との対話を指示している。

また、死刑制度のあり方について、政府内部でも検討するような制度的枠組みを

設けて頂ければ、これまた CE 側に対する大きなジェスチャーとなるのではない

かと思われる。

(⚓）死刑囚の処遇改善

また、死刑囚の処遇改善も、法律改正等を要せず、多々実現することが可能では

ないかと思料されるので、右実現の可能性につき、可及的速やかに御検討願いたい。

我が国の死刑囚の待遇が拷問に等しいとの欧州に見られる批判は、誤解に基づく側

面もあることは重々承知しおるも、他方で接見交通に見られるが如く、欧州での処

遇とはかけ離れた実態があることも否めず、右が我が国のネガティブなイメージに

繋がる危険性が看取される。更に、死刑囚の処遇問題は、多分にシンボリックな側
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面があり、若干改善を図ることにより、多大なアピール効果を期待できることから、

早急な改善につき、関係省庁との御協議方合い煩わせたい。

(⚔）死刑執行停止

さらに卑見を申し述べれば、多くの諸国でも見られるとおり、死刑廃止への第一

歩として、死刑制度は存続させつつも、死刑執行を停止するという「モラトリア

ム」方式も検討に値するのではないかと愚考する。もとよりこのような方式を導入

することについては、高度な政治的判断を要する点で実現には困難を伴うものの、

我が国においても過去の一時期、数年にわたって死刑が執行されなかった事実に鑑

みれば、かかる方式の採用が絶対不可能という訳ではではないのではないかと思料

される。多大な困難を伴う措置とは承知しおるも、右が実現した際の効果は絶大で

あり、オブザーバー資格剥奪論が終息することは疑う余地がない。

他方、仮定の話として、今般の CE 議員会議による死刑廃止を求める決議が採

択された直後に死刑が執行される (過去の実例からして、国会の閉会後に集中して

死刑執行が行われると指摘されており、今次通常国会閉会後に死刑が執行される可

能性が無きにしもあらず）ようなことになれば、CE 側に対して真っ向からチャレ

ンジする形になってしまい、計り知れない悪影響が出ることは言をまたない。右の

ような事態が発生すれば、折角貴本省の御高配により議員会議を乗り切ったにも関

わらず、CE 側が態度を硬化させ、オブザーバー資格の即時剥奪といった強硬論者

を煽る結果となるのではないかと懸念する次第である。……

この文書は，欧州評議会議員会議で日本とアメリカの死刑廃止を求める決議

が採択され，平成15年 (2003年）⚑月までに死刑を巡る状況に改善が見られな

ければ，欧州評議会における日米両国のオブザーバー資格が剥奪されることに

なるという外交的に厳しい状況となったことを受けて作成されたものである。

冒頭では，日本の状況について憂慮されている。具体的には，日本が刑罰を

強化する方向にあること，死刑廃止に関する報道がほとんどなされていないこ

と，死刑廃止運動が少数派にすぎず議論もほとんど見受けられないこと等を挙

げている。「わが国は米国のみならず，韓国，台湾その他のアジア諸国にも遅

れを取り兼ねない」と述べるなど，ストラスブールの欧州評議会の空気を踏ま

えた強い懸念が述べられている。
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当館卑見 (本文）では，「⚑．死刑廃止は政治的現実」として，死刑が正義

に反するものとして，人権上の問題であると認識されていることを示す。その

上で，直近の第⚑回死刑廃止世界会議に関する雰囲気が紹介され，「そこで特

に問題とされたのは，米国，中国，イラン，イラク，サウディ・アラビア，日

本等で，我が国及び米国を除けば，現在の日本とは全く異なる民主的とは形容

し難い政治体制や宗教的背景を持つ国ばかりである。これら諸国と日本が，

EU，CE 等の死刑廃止を現実のものとした国からは同類と受け止められてい

る事実を直視し，対処振りを検討することが肝要と思料する」と危機感を訴え

ている。

「⚒．『世論の支持』の説得力」において，死刑を人権上の問題ととらえる

欧州評議会に対しては，世論の支持という民主主義的な基盤を反論材料とする

ことができないことが示されている。世論の反対を押して政治的決断によって

死刑を廃止した欧州諸国に対してはなおさらである。そのため，「死刑制度維

持の説明にあたっては，より一層説得的な理由を提示する必要がある」と指摘

する。

「⚓．本問題の我が方外交への影響」として，「我が国から欧州諸国への犯

罪人引渡要求に対し，死刑適用の可能性を理由に引渡に応じないという事態が

既に現出しており，今後特に司法協力分野を中心にバイでの協力の拒否が拡大

する可能性がある」と述べ，スウェーデンとの間の二国間関係において生じた

ような逃亡犯罪人引渡しの拒否が今後も生じかねないとの危惧が示されている。

また，国連の人権委員会 (現・人権人道委員会）等で同種の問題が取り上げら

れかねないことや，将来日本が安全保障理事国となる際の支障となりかねない

との懸念が伝えられている。

その上で，当面の対処として，① 対話の継続，② 死刑確定者の処遇改善の

働きかけ，③ 死刑執行停止の働きかけの⚓点を提案している。このうち，最

も目を引くのは，現役の外交官から，③死刑執行停止を働きかけるよう提案が

あったことであろう。これらの提案からは，ストラスブール総領事として，

ヨーロッパの展開する人権政策の最も強い風当たりを受ける現場の苦悩が窺わ
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れる。また，ストラスブールで感じられる懸念や危機感が日本国内ではほとん

ど共有されていないことに対する焦慮が垣間見える。そのことは，「今般の

CE 議員会議による死刑廃止を求める決議が採択された直後に死刑が執行され

る……ようなことになれば，CE 側に対して真っ向からチャレンジする形に

なってしまい，計り知れない悪影響が出ることは言をまたない」として，日本

政府の無思慮な対応を心配するところからも窺われる。

実際に，翌平成14年 (2002年）⚙月に執行が行われたことについて，同年10

月⚘日にストラスブール総領事館の職員がコアン法務人権委員会事務局書記長

と懇談した際に，「⚙月における突然の⚒件の死刑執行は CE 側として極めて

ショッキングであった」，「⚙月の議員会議の直前に死刑が執行されたことは極

めて残念なことであり，議員会議側として大変ショックを受けている」等の遺

憾の意が示されるに至っている。ストラスブール総領事の「CE 側に対して

真っ向からチャレンジする形になってしまい，計り知れない悪影響が出ること

は言をまたない」との懸念が日本国内で共有されていなかったのである。この

懇談の概要は，同年10月⚙日にストラスブール総領事から外務省本省に送信さ

れている。その内容は以下の通りである (資料⚙）。

……

⚒．日本については、⚕月に日本において死刑廃止を考える司法人権セミナーを開

催し、死刑問題を巡る対話が行われ、良い方向での進展が見られていたところ、⚙

月における突然の⚒件の死刑執行は CE 側として極めてショッキングであった。

森山法務大臣は、⚕月の同セミナーの際や国会の場で「極めて重大な犯罪では死刑

はやむを得ないと多数の国民が考えている。法治国家の仕組みとして死刑制度があ

る以上法務大臣の努めとしてこれ
（ママ）

執行しなければならない。」旨述べられており、

かかる発言からは今回の死刑執行は驚くべきことでは必ずしもないが、また他方で

同法務大臣は、「死刑制度の是非は基本的に各国が判断するものであるが、日本で

は極めて慎重に運用がされていることを理解してもらいたい。」旨述べられたこと

や同セミナーを通じ日本と CE の間で有意義な対話が行われたにもかかわらず、

⚙月の議員会議の直前に死刑が執行されたことは極めて残念なことであり、議員会

議側として大変ショックを受けている。かかる事情もあり、先般の OECD 活動拡
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大討議の際に、是非とも法務・人権委員会として貴国国会代表団と対話を行うこと

を希望したが最終的に右が実現しなかったことは残念であった。……

9 国連代表部からのメール

山口英一ストラスブール総領事の意見具申を受けて，国連代表部の職員は，

2001年⚗月⚖日に本省に対して「ストラスブールよりの意見具申」と題して

メールを送信している。その内容は以下の通りである (資料10）。

……佐藤大使より、「ストラスブールよりの意見具申に対しては、本省より、返答

を出すべきである旨伝えて欲しい。返答を出さないようなら、当方としても、何ら

かの意見具申を出す必要がある。」との指示がありましたので、返答の発出をご検

討頂きたくお願いします。

若干、補足すれば、佐藤大使としては、ストラスブールよりの意見具申は、そも

そも当方が反論するには値しないものとの考えでしたが、本省は、意見具申に対し

ては、真剣に検討した上で、何らかの反応をすべきである、反応をしないというの

は怠慢である、とのお考えのようです。仮にこちらから意見具申を出すことになる

と、関係者にとって、気分のよくないラインとなる可能性もあるかと思いますので、

(個人的には心苦しいのですが、）宜しくお願いします。……

ストラスブール総領事の懸念や危機感は他の外交官にも共有されていたので

あろうか。国連代表部はストラスブール総領事の意見具申に対して，外務省本

省が検討して返答することを求めている。国連でも，ヨーロッパ諸国を中心に，

人権委員会 (現・人権理事会）等で死刑問題が議論され追及が強まれば，外交

上の重荷になることが懸念されていた可能性がある。

10 今後の対処振り (案）(議論のたたき台メモ)

山口英一ストラスブール総領事の意見具申や国連代表部からのメールを受け

て作成された対処振り案が残されている。その内容は以下の通りである (資料

11）。
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CE 議員会議決議に関する在ストラスブール総領事の意見具申と今後の対処振り(案)

(議論のたたき台メモ)

⚑．意見具申中で当面の対処振りとして提案されている事項

(⚑）対話の継続

(⚒）死刑囚の処遇改善

(⚓）死刑執行停止

⚒．上記⚑．に対する我が方の対処振り案

(⚑）→我が方としては、立場の違いにより対話すら拒否するという姿勢は望まし

くないので、既存の議員会議の場や、先方議員の訪日の際には対応するなど、対話

を行う姿勢は継続。

(⚒）→基本的に制度及びその解釈の問題であり法務省の考え方もあるので、外務

省として現行制度の変更等を求めるための働きかけを行わない。(但し、死刑囚の

処遇改善について変更の余地はないかに関心を示すことは考えられる）

(⚓）→ (⚒）同様の理由及び世論の現状等に鑑み、高度に政治判断を要する事項

であるので、外務省として働きかけは特に行わない。

⚓．以上を踏まえた今後の我が方対処振り案

(⚑）関係議員への事実関係の説明

⚙月には、例年通り CE 議員会議 OECD 活動討議へ数名の議員が参加する方向

で準備を進めていることもあり、右討議参加議員へは CE 議員会議の本件決議等

の内容をしかるべく説明すると共に、議員レベルでの対話の継続を図る。

(⚒）我が国の立場の伝達

•議員レベルの対話の他、必要に応じて我が方の死刑制度に関する立場を伝達する

ことは重要であるが、殊更に CE 議員会議側の反発を招くような形での対応は避

ける。

(理由：米国が正面から対応していない中で、日本のみが真正面から声高に「制度

の変更は不可能であり、(オブザーバー・ステータスを人質としたような）議員会

議の決議は不当」等の議員会議を全面的に批判するような対応をとることは、本件

決議の本来の標的が米国であったにも拘わらず、日本のみがかえって CE 内部で

クローズアップされることになり望ましくない）。
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•また、現時点で我が方より、「(現状では我が国の制度変更は不可能であるから、）

結果的にオブザーバー・ステータスが剥奪されてもよい」との立場まで CE 側に

明示する事は CE 側へのネガテイヴなメッセージとなる以上に、本件が同様に議

論されている EU、ひいては欧州諸国へのネガテイヴなメッセージとなるので避け

る。

(⚓）対欧関係の文脈で検討

•本件は、単に CE (議員会議）との関係のみならず、EU との関係や欧州諸国と

のバイの関係でも取り上げられていく可能性が大きくなっており、対欧関係の文脈

で対応することが必要。

•基本的に死刑制度の変更は、立法府での議論が先行すべき問題であり、世論の現

状を踏まえれば、当面の制度変更が不可能であることは明白であるので、欧州側か

ら本件が取り上げられる場合はその度毎に丁寧に、我が方の立場を説明し理解を求

める、という姿勢を継続する。

•日本と CE は幅広い関係を築いており、本件のみをもってオブザーバー資格の

停止になる可能性は現時点ではそれ程大きくないと考えられるが、今後とも CE

との関係を積極的にとらえ、本件問題を相対的にミニマイズすることが得策である。

(手書きによるもの）

7/16 審コメント

大筋ラインはよいが我が方立場はきちっと伝えるべき……

我が方の立場を理解してもらうよう理論武装 (学者等と議論）……

この文書では，ストラスブール総領事の意見具申のうち，対話の継続につい

ては是とされたものの，死刑確定者の処遇改善や死刑執行停止については，働

きかけを行わないものとされた。

審議官と思われる人物が発したと思われる，「我が方立場はきちっと伝える

べき」，「我が方の立場を理解してもらうよう理論武装 (学者等と議論）」とい

うコメントが手書きで記されている。これまでのところ，公式には，外務省で

研究者等の意見が集約されたことはないものの，死刑を存置し続けるのであれ

ばこうした取組みが必要であると思われる。
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11 欧州評議会決議と我が方の当面の対応

平成13年⚘月⚙日，外務省欧州国際機関室は，CE 決議を受けた当面の対応

について定め，決裁を求めた。その内容は以下の通りである (資料12-1）。こ

の文書の決裁は完了したようで，完全に同じ内容のものが同年⚙月20日付文書

として，ストラスブール総領事，駐米大使，国連代表部等に FAX で送信され

た (資料12-2）

欧州評議会 (CE）議員会議におけるオブザーバー国の死刑廃止に関する決議と我

が方の当面の対応について

……

⚔．ストラスブール総領事よりの意見具申

CE との関係悪化は、CE 以外でも、バイ、マルチの両面で、我が方外交全般に悪

影響を及ぼすので、最悪の事態を避けるべきとして、以下の⚓点につき意見具申

(別紙⚖）。

(イ）CE との対話の継続

(ロ）死刑囚の処遇改善

(ハ）更には、死刑執行の停止の検討

⚕．当面の対応

(⚑）対外的対応

(イ）本件は、単に CE との関係にとどまるものでなく、広く欧州の中に存在す

る反死刑の世論が、今回の決議の背景にあることに注目する必要がある。このため、

今後、日欧関係の文脈の中でも取り上げられることが予想され、これらの動きに適

切に対応することが重要である。従って、ＥＵや欧州諸国とのバイの関係の中で、

本件が大きな問題とならないよう、我が国の立場を明確に説明して理解を求めてい

くことが必要。

(ロ）CE 自体との関係については、我が国は CE のオブザーバーとなることに

よって、CE の多岐に亘る分野におけるグローバルな基準策定過程に自らの意見を

反映させることが可能となっている (例：サイバー犯罪条約の条約交渉における日

本の立場の反映）。一方、CE 側にとっても、日本の参加により、欧州域外の知識
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や経験を取り入れたグローバルな基準策定が可能となる等のメリットがあるため、

現時点では本件のみをもって日本のオブザーバー資格が停止される可能性はそれ程

大きいとは考えられない。いずれにしても本件によるオブザーバー資格停止は、我

が国のみならず欧州諸国側にとっても得策ではなく、可能な限り資格停止の事態を

回避することが望ましい。従って、まずは我が国の立場を丁寧かつ明確に説明して

理解を求めていくとともに、今後とも CE との全般的に良好な関係及び、本件を

CE と日本との間のシングルイシューにすることが双方にとって如何に非生産的で

あるかをプレイアップし、本件の相対的重要性をミニマイズするよう努めることが

重要。

(ハ）CE 側がそれでも資格停止の態度を改めない場合には、我が国としても CE

側に対し、死刑制度の存廃はあくまで我が国の国内司法制度の問題ひいては我が国

の主権にかかわる問題であって、そもそもオブザーバー資格停止をちらつかせて我

が国の死刑制度の廃止を実現せんとする CE 側の手法は極めて非友好的であり、

欧州側の一方的かつ独善的な価値観の押しつけである旨述べるとともに、必要に応

じ米国とも連携をとりつつ、我が国としては CE 側によるオブザーバー資格の剥

奪も辞さないという強い態度で臨む必要がある。

(⚒）国内的対応

(イ）死刑制度は基本的には司法の問題であり、仮に同制度を改正することになる

場合、立法の問題であることから、三権分立制度の中で行政府としては慎重な対応

が必要。外務省としても、その枠内で適切に対応する必要があるが、国際世論の中

にかかる動きがあることを、国内の関係者 (司法、立法を含む）に通報すると同時

に日本政府を代表して CE 側に対して的確に反論していくことが、外務省の重要

な役割であると考えられる。

(ロ）特に、すでに CE 議員会議議長より我が国衆参両院議長に対して、本件に

ついての対話を要望越しているほか、⚙月には CE 議員会議の OECD 活動討議が

予定され、例年どおり我が国国会から数名の議員が参加する見込みであるため、出

席議員に対しては、本件問題について CE 側の問題意識および現時点での我が国

政府としての立場についてはしかるべくブリーフを行うこととする。また、10月29、

30日には東京において日・EU 議員会議が行われる予定であるが、その際先方

(EU 側）より本件が提起される可能性も排除されない。

(了）
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この文書では，今後の対処振り (案）(議論のたたき台メモ）の方針が踏襲

された。結局，対話の継続を図ることは了とされたものの，具体的な働きかけ

はせず，「国際世論の中にかかる動きがあることを，国内の関係者 (司法，立

法を含む）に通報する」のみに留まった。

「欧州評議会オブザーバー国における死刑廃止」決議は，死刑の存廃の議論

のみならず，死刑を存置し続ける場合にどのように死刑を利用するのかを議論

する格好の端緒となるものであった。しかし，同決議が日本で大きく取り上げ

られることはなく，ストラスブール総領事の意見具申もこれまで日の目を見ず，

国民的な議論を巻き起こすことはなかった。同決議の6年後，裁判員制度が導

入されたことを考えると，平成13年の段階でその契機があったにもかかわらず，

死刑に関する議論が進まなかったことは結果として大きな損失であったと言え

よう。

12 欧州評議会閣僚委員会代理会合における発言要旨案

平成13年⚙月⚘日，山口英一ストラスブール総領事は，同年⚙月18日に予定

されている欧州評議会閣僚委員会代理会合における発言要旨案を外務省本省に

送信した。その内容は以下の通りである (資料13）。

欧州評議会 (オブザーバー国の死刑廃止）

第667号

来る19日には、欧州評議会閣僚委員会閣僚代理会合において、議員会議メンバー

のヴォールヴェント議員も出席して、オブザーヴァー諸国における死刑問題につい

ての議員会議の勧告につき、意見交換が行われることとなっている (本⚗日、他用

にて往訪した本官に対し、代理会合議長のリヒテンシュタイン大使は、死刑廃止問

題に関するヴォールヴェント議員との対話は、当地時間19日12時から13時まで行わ

れる旨述べるところがあった）ところ、開催期日も迫ってきたこともあり、本官が

右会合に出席し、要旨以下の通り発言することと致したいところ、右にて差し支え

なきや、準備の都合上、当地時間17日正午までに回電願いたい。
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⚑．閣僚委員会閣僚代理会合に出席を認められたことについて感謝。

⚒．わが国政府の立場については、オブザーヴァー国における死刑廃止問題が去る

⚖月25日、議員会議において議論された際に配布されたペーパー中に明確に示され

ている。(わが方ポジション・ペーパーを引用）。

このような欧州評議会との対話の姿勢は、本年⚒月にグンナール・ヤンソン法務

人権委員長が訪日した際、死刑問題についての日本政府の最高責任者である法務大

臣、及び事務方最高責任者の法務事務次官他がヤンソン氏と面談したこと、また⚖

月25日の議員会議の際にも、日本政府の立場を示したポジション・ペーパーを配布

したこと、更には、議長の打診に応じ、本日の閣僚委員会代理会合に本官が出席し

たことにも現れている。

他方、議員会議側が、加盟国による死刑廃止について欧州人権条約第六追加議定

書発効 (1985年）以来、「事実上の死刑の無い欧州」を樹立するまで、長期間に亘

る猶予期間を認めて来たにも拘わらず、1996年にわが国へのオブザーヴァー・ス

テータス付与の勧告を発出した際には全く問題としなかった死刑廃止問題について、

去る⚖月25日の勧告では、突如、右資格の継続に付帯条件を付し、加盟国と比較し

ても極端に短い、⚑年半という期間を設定し、こうした圧力の下で対話するとして

いることは、個人的には、建設的な対話に資する所以ではないと考える。

⚓．本件を巡る欧州評議会とわが国政府の間のギャップは、わが国では、圧倒的多

数の国民が死刑制度を支持していること、多数殺人とか誘拐殺人とかの凶悪な犯罪

が未だ後を絶たないという犯罪状況があり、法務省当局が刑事行政上、死刑廃止に

は慎重たらざるを得ないことに起因する。

例えば、⚒年前の1999年⚙月に元総理府が実施した世論調査では、死刑存続の意

見は79.3％、廃止の意見は8.8％で、分らないが11.9％であった。

特に、1995年⚓月に発生した、無差別大量殺人を狙った「オウム真理教」による

地下鉄サリン事件については、国際的にも広く報道されたため各国代表も覚えてい

ると思うが、この事件は、日本の犯罪史上稀に見る凶悪な事件で、国民の大多数が

この事件によりトラウマ状態にあることも理解して頂きたい。多数の人の「生命へ

の権利」を剥奪されたこの事件の死者の遺族のみならず、未だに後遺症で悩む無辜

の人々、更に多くの国民は、犯人達に対する寛大な刑を認めるような心理状態には

ないことだけは申し上げておきたい。
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(以下先方より指摘のあった場合の応答要領)

⚑．世論に追従するのではなく、政治的リーダーシップにより廃止すべきとの意見

ご意見は承ったが、わが国政府としては、多数の国民が死刑制度を必要と考えて

いる現状に鑑みれば、これを無視した刑事政策はないのではないかと考える。立法

政策の問題については、政府の代表としてコメントする立場にはない。

⚒．死刑囚を巡る秘密主義批判

ご意見はテーク・ノートするが、わが国のシステムがこのようになっているのは、

事前に執行を本人に告知して、自殺されてしまったような例が過去見られたためで

あり、理由も無く、執行当日に本人に告知している訳ではないことをご理解願いた

い。

また、事前に家族に連絡し、本人とか外部の者の知るところとなった場合には、

本人が動揺して、身柄の確保にも支障が出たり、外部から圧力が加わって、執行が

平静に行われない恐れがあるためである。わが国の精神風土には、一般に公開した

死刑執行は合わない。

死刑執行の事実の公表については、刑の執行を受けた者の関係者が、有形、無形

の不利益、精神的苦痛を被り、平静な市民生活を送れなくなる恐れがあることから、

その取り扱いには慎重の上にも慎重を期している。但し、情報公開の観点から、死

刑執行後、執行の事実と人数は公表している。

⚓．拘置環境批判

ご意見として承っておくが、わが国法務省は、死刑確定者の面会、信書の発受に

ついて、一定の制約を設けるのはやむを得ないとの立場である。また、裁判所の判

例でも、死刑囚の接見交通については、拘置所の秩序維持の観点から、広く拘置所

長の裁量が認められるとする東京高等裁判所判例がある。

(死刑囚が殴られ、拷問され、強制的に自白させられているとの批判）

そのような事例があるとは承知していない。具体的な事例を示されるのであれば、

政府に照会する用意はある。

⚔．死刑囚の長期間の拘置批判

ボールヴェント報告書中にわが国法務省の詳細なコメントが記載されている通り、

法務省内部において、判決、公判記録の慎重な検討が行われ、執行延期、事件の再

審、特別控訴、恩赦が適当かどうかについて、徹底的な吟味が行われる。この手続

きに要する期間は、個々の事件により異なり、場合によっては長期間を要する。
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⚕．死刑執行方法批判

絞首刑は、他の方法と比較して無用の精神的、肉体的苦痛を与えず、人道上問題

はないというのが、日本の最高裁判所の示した判例である。

⚖．司法的見直し、誤審批判

法務省によれば、わが国の刑事裁判においては、厳格な証拠法則の下、合理的な

疑いを超える高度な証明がなされない限り、有罪とされることはなく刑事訴訟制度

自体誤審の可能性を未然に排除するものとなっている (なお、補強証拠なしに、自

白のみに基づいて有罪とされることは訴訟法上ありえない）。しかも、上訴につい

ては、法制上、三審制が保障されており、また、死刑判決確定後であっても、再審

制度が保障されているとのことである。

⚗．処刑者の恣意的選択批判

個々具体的な死刑執行に関する事項については、回答しないのが法務省の立場で

ある。

⚘．「心情の安定」追及は残酷との批判

生死についての哲学の相違ではないか。法制度に纏わる議論ならいざ知らず、こ

うした哲学論争をしても有益とは思われない。 (了）

かかる発言要旨案に対し，平成13年⚙月14日，外務省欧州国際機関室は，修

正すべき点を同総領事に送信した。その内容は以下の通りである (資料14）。

貴電第667号に関し、

欧州評議会閣僚委員会閣僚代理会合に貴官が出席する際の発言要旨案に関し本省

で検討し、また、法務省のコメントを求めたところ、結果以下のとおりにつき、修

文の上、使用ありたい。

⚑．冒頭貴電⚒．第⚓段落⚑～⚓行目。

「加盟国による死刑廃止について……認めて来たにも拘わらず、」を削除。

⚒．同段落⚕行目。

「加盟国と比較しても……期間を設定し、亅を削除。

⚓．冒頭貴電⚓．第⚑段落⚓行目。
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「法務省当局が刑事行政上、」を削除。

⚔．冒頭貴電応答要領⚑．⚒行目。

「わが国政府としては、」の後に「刑事司法の根幹に関わる問題であり、」を挿入。

⚕．同⚓行目。

「立法政策の問題については……立場にはない。」を削除。

⚖．冒頭貴電応答要領⚒．を以下のとおり差し替え。

「現在、死刑確定者本人に対する死刑執行の告知は、執行の当日、執行に先立ち

行うこととしている。これは、本人に当日より前に告知した場合には、その心情の

安定を害することが懸念されるとともに、かえって過大な苦痛を与えることにもな

りかねないと考えられること等による。

また、死刑確定者の家族に対しては、死刑の執行後に通知することとしており、

事前の通知は行わない取扱いとしている。これは、事前に通知することにより、通

知を受けた家族に対し無用な精神的苦痛を与えること、仮に通知を受けた家族との

面会が行われて本人が執行の予定を知った場合には、同様の弊害が懸念されること

によるものであり、このような取扱いはやむを得ないと考えている。

死刑執行の事実の公表については、国家の刑罰権の作用は、本来、刑の執行その

ものに限られるのであって、それを超えて、国家機関が刑の執行の事実を殊更に公

表して、刑の執行を受けた者やその関係者に、不利益や精神的苦痛を与えることは

相当でないこと、他の死刑確定者の心情の安定を損なう結果を招きかねないことな

どの問題があると考えている。しかしながら、他方で、情報を公開することにより、

刑罰権行使が適正に行われていることについて国民の理解を得るとの要請もあり、

可能な範囲で情報を公開する必要があるものと考えられるので、死刑執行後に執行

の事実及び執行を受けた者の人数を公表することとしている。」

⚗．冒頭貴電応答要領⚓．を以下のとおり差し替え。

「我が国では、拘置されている死刑確定者に対しては、その心情の安定が得られ

るよう種々の配慮に努めているところである。こうした死刑確定者の心情の安定を

図りつつその身柄を確保するという収容の目的等にかんがみ、死刑確定者の面会や

信書の発受等について一定の制約を設ける取扱いはやむを得ないところであり、こ

れらが不必要な制限であるとは考えていない。
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我が国においては、憲法上、公務員による拷問が禁止されるとともに、強制、拷

問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、こ

れを証拠とすることができないとされており、御指摘のような批判は当たらないと

考えている。」

(参考）最高裁判所第二法廷平成11年⚒月26日判決

「死刑確定者の信書の発受の許否は、死刑確定者の信条の安定にも十分配慮して、

死刑の執行に至るまでの間、社会から厳重に隔離してその身柄を確保するとともに、

拘置所内の規律及び秩序が放置することができない程度に害されることのないよう

にするために、これを制限することが必要かつ合理的であるか否かを判断して決定

すべきものであり、具体的場合における右判断は拘置所長の裁量に委ねられるもの

と解すべきである。」

⚘．冒頭貴電応答要領⚔．を以下のとおり差し替え。

「死刑執行に関しては、個々の事案につき関係記録を十分に精査し、刑の執行停

止、再審又は非常上告の事由の有無、恩赦を相当とする情状の有無等について、慎

重に検討し、これらの事由等がないと認めた場合に、初めて死刑執行命令を発する

こととしているのであり、それまで必要な期間を要することとなる。」

⚙．冒頭貴電応答要領⚖．⚒行目。

「有罪とされることはなく、」の後に「死刑事件には必ず弁護人が付されるなど」

を挿入。

10．応答要領⚗．を以下のとおり差し替え。

「死刑執行に関しては、個々の事案につき関係記録を十分に精査し、刑の執行停

止、再審又は非常上告の事由の有無、恩赦を相当とする情状の有無等について、慎

重に検討し、これらの事由等がないと認めた場合に、初めて死刑執行命令を発する

こととしており、執行の対象者を恣意的に選択しているわけではない。」

11．応答要領⚘．を以下のとおり差し替え。

「死刑確定者は、来るべき自己の死を待つという極限的な状況に置かれており、

ささいなことでも大きい精神的動揺と苦悩に陥りやすいことが十分推測されるとこ

ろ、そのような死刑確定者の精神的な動揺等を軽減するなどし、心情の安定を図る
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ことは、人道的であれこそすれ、残虐であるとの指摘は当たらないものと考えてい

る。」

(了）

これらの文書においては，秘密主義の批判，死刑確定者の処遇環境に対する

批判，長期間の拘置に対する批判，死刑執行方法に対する批判，誤審等に対す

る批判，死刑執行の対象者の恣意的な選択に関する批判等について，法務省等

が従来から国内で繰り返してきた説明をなぞる形で説明をしようとするもので

あって，真新しいものは特にない。しかしながら，「欧州評議会オブザーバー

国における死刑廃止」決議以前よりも，個別具体的な論点に関する言及に対応

しようとする姿勢が見受けられる。内容はともかく，こうした姿勢は遅きに失

したとは言え，欧州評議会に相応に評価されうるものと言えよう。

もっとも，具体的な説明をするに当たって，欧州評議会側の受け取り方に注

意を要する点は多々あるようである。平成13年⚙月18日，欧州評議会閣僚委員

会代理会合において，同年⚖月⚘日に発生した大阪教育大学附属池田小学校事

件について言及することを回避しようとする文書がストラスブール総領事館の

職員から欧州国際機関室へ送信されている。その内容は以下の通りである (資

料15）。

……

閣僚代理会合での死刑に関する意見交換について

標記に関し、アドヴァンス版の FAX 拝受いたしました。

総領事とも検討したのですが、⚒．の死刑の現状の説明はともかく、⚑．の池田

小事件について言及することは、かえって逆効果ではないかと思われますところ、

その理由は次のとおりです。

(⚑）死刑制度維持止むなしとの日本人の国民感情については、欧州でもセクトに

よる犯罪として良く知られている地下鉄サリン事件について述べれば、それで十分

と思われる。
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(⚒）他方、死刑制度維持の必要性を強調するため、凶悪犯罪が多発している例を

挙げれば挙げるほど、かえって、死刑の犯罪抑止力の低さを強調する結果となりか

ねず、欧州側からその旨指摘された際、回答に窮することが予想される。

(⚓）特に、池田小事件については、犯人が死刑の適用を求めて犯行に及んだ事情

が欧州でも報道され、広く知られるところとなっており、「死刑制度がかかる凶悪

犯罪を生ぜしめた亅との批判を受けることが容易に予想され、この場合、説得的な

反論を行うのが極めて困難となる。

従って、貴 FAX の⚑．については、発電される電信から削除していただけない

ものでしょうか。少なくとも、当日の会場の雰囲気等を勘案して、発言要旨案に沿

わない発言も許されるような訓令を頂かないと、現場での対応に困難を来すことが

予想されますところ、御検討方宜しくお願いいたします。……

この文書では，大阪教育大学附属池田小学校事件を死刑相当の凶悪事件とし

て引き合いに出すことは，死刑制度があるためにかえって凶悪事件が惹き起こ

されているとの批判を招きかねず，逆効果であることが指摘されている13）。

13 情報公開の必要性

「欧州評議会のオブザーバー国における死刑廃止」決議に関して言えば，か

つて平沼騏一郎首相が述べたように，「欧州の天地は複雑怪奇なる新情勢を生

じた」というわけではない。同決議に至る外務省情報公開文書を分析すると，

オブザーバー資格剥奪を求める欧州評議会側の強硬姿勢よりも，そうした強硬

姿勢を招いた日本側の判断ミスや対応ミスが目につく。

相手方が死刑を人権問題だと主張する以上，民主主義的な要請があると反論

しても説得力に乏しい。しかも，調査研究によれば，日本における死刑制度に

対する支持は岩盤のように堅固なものではないとされる14）。言わば，日本では

13) 大阪教育大学附属池田小学校事件及びヨーロッパにおける同事件に関する報道が
「欧州評議会のオブザーバー国における死刑廃止」決議に影響を与えたのか否かは
不明である。

14) 佐藤舞「世論という神話――望むのは『死刑』ですか？――」世界879号 (2016）
183頁以下，184-191頁。

― 37 ― ( 977 )

日本の死刑執行停止を求める欧州評議会2001年決議について



死刑に対する「ふわっとした支持」しかない。このことは，民主主義的な要請

があるとする理由付けを弱めることになる一方，死刑という国家が個人の生命

を剥奪するせいぜい必要悪としてしか正統化／正当化できない刑罰に対する

「迷い」が国民にあることを示すものである。「日本は迷いながらも，振り返

りながらも，政策的に苦渋の決断をして死刑を存置している」と訴えた方が人

権問題だと主張する相手方にとっては理解を得られやすかったのではないだろ

うか。EUからのデマルシュ，ヤンソン欧州評議会法務人権委員長訪日，議員

会議でのポジション・ペーパー配布等の際，① 日本での議論について紹介し，

② 情報公開をより進めるとともに，③ 死刑確定者の処遇を向上させる約束を

し，実現していくという対応をとれば，日本の死刑に対する印象は相当異なっ

ていたのではないだろうか。

国際社会による指摘の中には，不確かな情報に基づいていると思われるもの

や，正鵠を射ていないと思われるものも含まれている。死刑に対する日本の国

民感情も正確に理解されているとは言い難い。その誤解を解くためには，まず

は可能な限り――特定秘密の保護に関する法律等に違反しない限りで――死刑

に関する情報公開を進め，伝え，改めるべきは改めていくべきである。その上

で，死刑存置の根拠について，理論的に深化させる必要がある。内政干渉だと

反発する内向きの態度ではなく，日本の刑罰制度全体を洗練させる好機として

とらえ，取り組むべきである。死刑の正統性／正当性を維持するための方策は

他にないのである。
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